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共生社会の実現を推進するための認知症基本法
（2023年成立）

ビジョン
（１条）

認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分
に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら
共生する活力ある社会（＝共生社会）

目的
（１条）

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことが
できるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する

定義
（２条）

アルツハイマー病等の疾患により日常生活に支障が生じる
程度にまで認知機能が低下した状況

基本理念
（３条）

「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、
自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことがで
きるようにすること」等、７項目

責務
（４条～８条）

国、地方公共団体、保健医療サービス・福祉サービス提供
者、生活基盤のサービス提供者、国民

認知症の日・月
（９条） 認知症の日＝９月２１日、認知症月間＝９月

法制上措置等
（１０条） 法制上・財政上の措置・その他の措置を講じること

基本計画
（１１条～１３

条）

認知症施策推進基本計画（義務）、都道府県認知症施策推
進計画（努力義務）、市町村認知症施策推進計画（努力義
務）

基本的政策
（１４条～２５

条）

• 認知症の人に関する国民の理解の増進等
• 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進
• 認知症の人の社会参加の機会の確保等
• 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
• 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
• 相談体制の整備等
• 研究等の推進等
• 認知症の予防等
• 認知症施策の策定に必要な調査の実施
• 多様な主体の連携
• 地方公共団体に対する支援
• 国際協力

認知症施策
推進本部

（２６条～３７
条）

設置、所掌事務、組織、認知症施策推進本部長、認知症施策推進本
部員、資料の提出その他の協力、認知症施策推進関係者会議、事務、
主任の大臣、政令への委任

都道府県及び基礎的自治体が
認知症とともに生きる当事者の視点を重視し
権利保有者と責務履行者の関係を認識し
「共生社会」という共通ビジョンの実現に向けて
それぞれの地域の特性に応じた認知症施策推進計画を
分野横断的に（＝「縦割り」の壁を超え、官民が連携して）
体系的・戦略的・創造的に立案・遂行できるよう
認知症施策推進基本計画を立案・遂行する必要がある。

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

包括的支援事業
○ 地域包括支援センターの運営
○ 在宅医療・介護連携推進事業
○ 認知症総合支援事業
○ 生活支援体制整備事業

介護予防・日常生活支援総合事業
○ 介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス/通所型サービス/生活支援サービス
介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業
地
域
支
援
事
業

地域支援事業全体を
「共生社会」という
共通ビジョン

の実現に向けて統合的
に稼働できるようにし
ていくことが必要

たとえば、基礎的自治体における地域支援事業全体を・・・・

「共生社会」という共通ビジョンの実現に向けた
自治体レベルでの認知症施策をつくりだせるようにするために
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現在急増しているのは85歳以上の認知症高齢者、特に複合的ニーズをもつ独居認知症高齢者
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認知機能低下があっても、独居であっても、尊厳と希望をもって暮らせる社会環境をつくりだすために

本人ミーティング

診断直後からの
診断後支援が重要

軽度の段階で診断される方が多くなっている！
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若年性認知症の診断と診断後支援の体制整備／ニーズに合ったサービスの開発・普及

今後若年性認知症施策においてなすべきこと
1. 診断へのアクセシビリティの確保
2. 認知症疾患医療センターにおける質の高い診断と診断後支援の確保
3. 職域と保健医療福祉分野との連携による就労継続支援の確保
4. 診断直後からの経済状況のアセスメントと社会保障制度の利用促進
5. 専門職の人材育成
6. ニーズに合ったサービスの開発と普及
7. 家族会等のインフォーマルサポートやピアサポートの普及

ニーズに合ったサービス開発・普及に向けて
粟田主一：若年性認知症の有病率・生活実態調査の結果を踏まえた今後の施策づくりの方向性 公衆衛生86:215-222, 2000. 5



地域の特性に応じた統合的なサービス提供体制の整備／「共生社会の実現」を推進する研究と人材育成

• 認知症疾患医療センター： 都道府県・指定都市がそれぞれの地域
の特性に応じたセンターの役割を再検討し、「センターを設置でき
ない離島・山間地域への支援体制づくり」や「疾患修飾薬の社会実
装」も視野に入れた新たな認知症医療提供体制の整備計画を立案・
遂行する必要がある。

• 認知症サポート医： 共生社会の実現という観点から、都道府県・
指定都市は、医師会等と連携し、基礎的自治体の認知症施策や地域
包括支援センターとの連携等を含む認知症サポート医の役割を再検
討し、その機能を可視化・活性化させる必要がある。

• かかりつけ医： 「社会的処方」として、共生社会の実現に向けて
取り組まれている地域レベルの活動に、MCIや認知症の人をつなげ
られるようにする仕組みづくりが必要である。

認知症介護指導者：
2,800人

認知症介護実践リーダー：
50,000人

認知症介護実践者：
320,000人

認知症介護基礎研修
2024年度よりすべての介護従事者に義務化

• 認知症介護研究・研修センターは、共生社会の実現を推進する認知
症ケアの研究拠点と位置づけ、その成果を世界に向けて発信できる
ように機能を強化する必要がある。

• 認知症介護指導者、認知症介護実践リーダー、認知症介護実践者は、
「介護」だけではなく、共生社会の実現を推進する認知症ケアの専
門家と位置づけ、そのための人材育成プログラムを開発するともに、
「魅力ある」認知症介護専門職の姿を可視化させていく必要がある。

• 介護職の確保という観点からも、世界に開かれた専門職育成は必須
である。また、ICT等の開発・普及による支援体制強化も不可欠で
ある。

6


	第1回 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議�
	共生社会の実現を推進するための認知症基本法�（2023年成立）
	現在急増しているのは85歳以上の認知症高齢者、特に複合的ニーズをもつ独居認知症高齢者
	認知機能低下があっても、独居であっても、尊厳と希望をもって暮らせる社会環境をつくりだすために
	若年性認知症の診断と診断後支援の体制整備／ニーズに合ったサービスの開発・普及
	地域の特性に応じた統合的なサービス提供体制の整備／「共生社会の実現」を推進する研究と人材育成

